
【実りと活力創造学部】

【有害鳥獣駆除の後継者育成プログラム】

○日 時：令和２年１０月８日（木） １４：００～１６：００頃

○場 所：北広島町海応寺 吉川御休み処 及び 舞綱 講習会場

○参加人数：３３名

○内 容：

①講座のねらい

野生鳥獣による農作物の被害は年々増加しており、農家の生産意欲の低下や収入減をもたらしている。野生

鳥獣の捕獲や被害対策を実施するには、法令の順守や鳥獣に対する正しい知識が必要であり、きたひろ学び

塾ではこれらの対策を実施するための基本的な知識を取得するための講座を開催し、地域で活動する被害対

策の担い手を育成する。

今年の講座は、箱わなの貸付け制度の説明と、箱わなの捕獲技術の養成を目的として開催し、屋外の実地研

修を実施する。

②講座

○北広島町の有害鳥獣被害対策についての説明

説明者：北広島町役場 農林課 村竹 明治

・取り組みの「はしら」と、北広島町の現状と取り組み、今後の対策

○新規事業についての説明（箱わなの貸付け事業）

説明者：北広島町役場 農林課 是角 健二

【講習のポイント】

・新たな制度として、箱わなを貸付けをし、鳥獣の捕獲に取り組んでもらい、地域の協働活動として

勧めていってもらう。

○箱わなの仕掛け講習（屋外において実地研修）

経験者による説明

・箱わなの仕掛け、設置場所、安全な作業の留意点

・鳥獣への誘引、餌付

【講習のポイント】

・実際の環境に近づけるため、今回は雑木林近くで、箱わなの組み立てを試みた

・箱わなの据え付け場所や仕掛けの説明


